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1. 本書の位置づけ 

1.1. 本書の位置付け 

「特定都市河川浸水被害対策法に係る実務関係事例集」（以下、「本書」という。）は、特定

都市河川浸水被害対策法（令和 3 年 11 月 1 日施行）（以下、「法」という。）に規定する各制度

の手続き等について、「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（以下、

「ガイドライン」という。）を補足し、実務担当者の参考となるよう、検討手順やスケジュー

ル等の事例を取りまとめたものである。 

 

1.2. 本書の構成 

本書の構成及びガイドラインとの対応を図 1-1に示す。本書は、流域水害対策計画策定に至

るまでのおおまかな流れに沿って構成されており、ガイドラインの第 2 章「特定都市河川及び

特定都市河川流域の指定」、第 3 章「流域水害対策協議会」、第 4 章「流域水害対策計画の策

定」に対応する事例を示している。 

 

図 1-1 本書の構成とガイドラインとの対応 
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2. スケジュールの作成 

2.1. 特定都市河川指定、流域水害対策計画策定までのスケジュール 

検討開始から特定都市河川及び特定都市河川流域指定、流域水害対策計画策定に至るまでのお

おまかな流れは図 2-1のとおりである。 

地方公共団体においては、具体的なスケジュールの作成に当たり、議会決議が必要な手続き（条

例制定など）について、議会の開会時期等を十分考慮する必要がある。 

以下点線枠     の詳細なスケジュールは「本書 6 章．法に定める意見聴取について」 

に示しているので、参考にされたい。 

 

図 2-1 特定都市河川指定、流域水害対策計画策定に至るまでのおおまかな流れ 
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特定都市河川指定までのスケジュールに関する事例 

指定までのスケジュールに関する事例を以下に示す。各事例においては、指定までに要する期

間も記されているが、流域関係者との合意形成の熟度によっても異なるため、指定までの流れや、

指定までに行う手続き等の観点から参考にされたい。 

 

(1) 六角川水系六角川 

一級河川六角川における指定までのスケジュールを図 2-2、図 2-3に示す。 

令和 3 年の法改正以降、六角川水系流域治水協議会（国・県・流域市町村が参加）において、

特定都市河川指定についての議論が進められてきた。そのうち武雄市、佐賀県で整理されたス

ケジュールについて掲載する。 

流域の中でも特に浸水被害が深刻である武雄市では、指定に向けて市議会においても議論が

行われた。また、地域との意見交換会やシンポジウム、市報等を通じて住民や民間企業への情

報発信を図り、制度の理解向上に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

     

         

         

                         
                        
                        
                       

      

               
                

       
       
      
        

                         
                       

                         
                                 

                     

図 2-2 六角川の指定までのスケジュール（武雄市） 

 

出典：令和５年九州ブロック流域治水に係る地方行政担当者会議資料より抜粋 
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佐賀県の作業スケジュールでは、議会決議による条例制定、雨水浸透阻害行為の許可申請マ

ニュアルの作成・公表など、指定に伴い県が担う役割と各決裁手続きの時期について整理され

ている（図 2-3）。 

指定手続きを進めるに当たり、流域治水協議会での意思表示から意見聴取開始までの期間に

行う手続き、意見聴取後から指定公示までの期間に行う手続きの大きく 2 つに分けて整理され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 六角川の指定までの作業スケジュール（佐賀県） 

 

出典：令和５年九州ブロック流域治水に係る地方行政担当者会議資料より抜粋 
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(2) 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川 

一級河川鳴瀬川水系吉田川及び二級河川高城川水系高城川では、地形特性等により両水系一

体となって治水事業を実施してきた経緯から、両河川が連携して流域水害対策を検討・実施す

ることとなった。そのため、特定都市河川指定が同時に行なわれた。 

図 2-4に、大臣指定と知事指定の両方の流れについて示す。 

知事指定に当たっては大臣同意が必要になるため、国土交通本省との調整・協議期間も踏ま

えてスケジュールを作成する必要がある。 

 

 

 

  

図 2-4 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川の指定までの流れ（北上川下流河川事務所） 

出典：第４回（R5.3） 吉田川流域治水部会の資料より 
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2.2. 指定に向けたロードマップの公表 

特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に向けたロードマップ公表については、流域の関

係自治体と調整が整い、対外的に指定を検討していることを公表できるようになり次第、速やか

に公表することが望ましい。 

また、公表に当たっては、流域の河川事務所や地方整備局等の窓口（地域河川課等）に、公表

する旨を伝える必要がある。 

 

 ロードマップのひな形 

事務連絡で周知されたロードマップひな形（図 2-5）、基本型 A を参考に、代表河川名、指定

河川数、実施主体（河川管理者及び流域の地方公共団体）、指定、計画検討、計画策定、浸水被

害対策の実施の時期を記載するものとし、流域単位で作成、公表することが望ましい。 

また、やむを得ず、基本形 A の情報を公表することについて、地域の合意形成が整わない場

合には、基本型 B を参考にすることができる。 

基本型 A、B のように公表できない河川については、公表様式について、国土交通本省の治

水課（都道府県においては、各地方整整備局の窓口（地域河川課等））に問い合わせすることが

望ましい。 

また基本型 B やその他の様式で公表する際は、公表時に基本型 A への情報更新時期を明示

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 特定都市河川指定・流域水害対策計画策定のロードマップのひな形 
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ロードマップの公表事例 

特定都市河川指定、流域水害対策計画策定に向けたロードマップをウェブサイトで公表して

いる事例を図 2-6に示す。 

 

• 高城川水系高城川（出典：宮城県ウェブサイトより） 

 

（URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/takagikawa-tokuteitoshi2.html） 

 

 

図 2-6 高城川水系高城川のロードマップ公表事例 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/takagikawa-tokuteitoshi2.html
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3. 協議会等の設置及び流域治水協議会の活用 

特定都市河川指定を進めるためには、流域のあらゆる関係者が協働し、流域全体の水災害リス

ク等について議論し、流域治水の観点で治水対策を検討する場が必要である。 

この議論の場は、各流域において新たに協議会等を設置することも考えられるが、「流域治水

プロジェクト」策定に当たり、全国の 109 の一級水系で設置された流域治水協議会等の既存の会

議体を活用する事例が多い。 

各一級水系における流域治水協議会については、国土交通省「流域治水プロジェクト」のペー

ジに掲載されている。（URL：https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html
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4. 指定要件の確認（ガイドライン第 2章 P2-1～P2-9） 

4.1. 指定区間及び指定流域設定の考え方について 

令和 3 年の法改正により、指定要件が追加され、地方部を含む全国の河川に特定都市河川の指

定対象が拡大された。 

特定都市河川の指定に当たっては、河川及びその流域の基本事項を把握した上で、当該河川の

特定都市河川の指定要件の適否について、図 4-1 に示す手順で 3 要件を総合的に勘案し検討す

ることとされている。4.2に指定要件の検討事例を示す。 

〈ガイドラインからの抜粋〉 

 
図 4-1 特定都市河川の指定要件の適否に係る検討の手順 
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指定要件の検討事例 

指定要件について、法改正で追加された「自然的条件の特殊性」、「接続する河川の状況」の 2

つの要件に該当する検討事例を以下に示す。指定要件と合致しているかの根拠整理、協議資料作

成に当たり参考にされたい。 

 

(1) 特定都市河川（鳴瀬川水系吉田川） 

以下のいずれかの区域を流れる河川か？（以下赤字が該当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 鳴瀬川水系吉田川の指定要件の整理（要件 1） 

☑市街化区域 

☑家屋が連坦する地域の中心部 

☑役場等の重要施設が立地する区域 

☑その他流域内の人口・資産が集積した区域 

【要件 1】  都市部を流れる河川 

出典：第３回（R4.11） 吉田川流域治水部会の資料よ

り 
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水防法第 14 条に基づく洪水浸水想定区域の指定済、または指定予定河川であるか。 

○ 著しい浸水被害が発生する、またはそのおそれがある河川である為、洪水浸水想定区域

の指定対象河川として指定されている。 

 

 

 

 

 
図 4-3 鳴瀬川水系吉田川の指定要件の整理（要件 2） 

【要件 2】  著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ 

出典：第３回（R4.11） 吉田川流域治水部会の資料より 

出典：第３回（R4.11） 吉田川流域治水部会の資料より 
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③ 自然的条件の特殊性に該当する。 

・  指定する河川は、平野部に至ると急激に河床勾配が緩やかになるという地形的特殊性。 

 

 

 

 
図 4-4 鳴瀬川水系吉田川の指定要件の整理（要件 3） 

【要件 3】  河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害が市街化の進展、又は当該河川が

接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形・その他の自然的条件の

特殊性により困難 

出典：第３回（R4.11） 吉田川流域治水部会の資料より 
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(2) 特定都市河川（石狩川水系千歳川流域等） 

 

以下のいずれかの区域を流れる河川か？（以下赤字が該当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要件 1】  都市部を流れる河川 

• 千歳市、江別市、北広島市、恵庭市、南幌町、長沼町の市街化区域を含み、河川

近傍に各市役所・役場や医療・福祉施設、教育施設等が立地する市街地がある。 

図 4-5 石狩川水系千歳川の指定要件の整理（要件 1） 

☑市街化区域 

☑家屋が連坦する地域の中心部 

☑役場等の重要施設が立地する区域 

☑その他流域内の人口・資産が集積した区域 

出典：北海道開発局からの提供資料より 
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水防法第 14 条に基づく洪水浸水想定区域の指定済み、または指定予定河川であるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 指定する河川は、水防法第 14 条第 1 項及び第 2 項の各号に該当する洪水浸水想定

区域の指定対象となる河川である。 

図 4-6 石狩川水系千歳川の指定要件の整理（要件 2） 

【要件 2】  著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ 

出典：北海道開発局からの提供資料より 
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② 接続する河川の状況に該当する 

・ 指定する河川は、接続する石狩川本川からのバックウォーターの影響を受け、石狩川本川 

への排水が困難な河川である。 

 

 

 

 

 

【要件 3】  河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が、市街化の進展又は当該

河川が接続する河川の状況もしくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条

件の特殊性により困難 

図 4-7 石狩川水系千歳川の指定要件の整理（要件 3） 

出典：北海道開発局からの提供資料より 



 

4-8 

 

 

 

 

 

バックウォーターなし バックウォーターあり

図 4-8 石狩川水系千歳川の指定要件の整理（要件 3） 

出典：北海道開発局からの提供資料より 
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集水域

集水域

氾濫想定区域

氾濫想定区域

本川

●●支川

○○支川

●●支川と○○支川は同一水系内でそれぞれ別
の特定都市河川として指定

それぞれの特定都市河川流域ごとに対策を検討

4.2. 特定都市河川の指定区間、範囲設定の考え方について 

指定区間、範囲設定の考え方について以下に示す。 

〈ガイドラインからの抜粋〉 

（１）特定都市河川の指定区間 

特定都市河川の指定に当たっては、下流側については、浸水被害の防止の観点から適切に区間を定

めることとし、上流側については、流域水害対策計画の計画期間中に整備（維持管理を含む。）を見込む

区間までを連続して全て指定することが基本である。また、指定できる区間は河川法第３条１項に規定

する河川（一級河川及び二級河川）の区間に限られており、準用河川の区間は特定都市河川に指定でき

ない。 

複数の河川を１つの特定都市河川と

して指定する場合、これらの河川は一

体のものとして連続していなければな

らない。 

したがって、別の水系に属する河川

を１つの特定都市河川として指定する

ことはできず、また、同一の水系に属

したとしても連続していない場合は、

それぞれ、別の特定都市河川及び特定

都市河川流域として指定した上で、浸

水被害対策の推進を図る必要がある。

（図 4-9参照） 

（２）特定都市河川流域の指定範囲 

特定都市河川流域の指定に当たっては、当該水域が流域治水に係る施策を講じる区域であることを

踏まえ、下水道の排水区域を含む降雨が当該特定都市河川に流出する「集水域」、そして当該特定都市

河川からの氾濫が想定される「氾濫想定区域」について指定する。 

（３）指定における流域界の決定 

特定都市河川流域に指定された土地の区域内における雨水浸透阻害行為は、特定都市河川流域の 

指定後、直ちに許可の対象となる。このため、特定都市河川流域を指定する際の流域界は、精緻に定め

ることが重要となる。既往の計画等における流域界は、例えば、1/25,000 縮尺の地形図等を基に定

められているが、境界付近の状況によっては、流域界が判別できず、より縮尺の大きい地形図等で判断

することが必要な場合も想定される。そのため、必要に応じて 1/2,500縮尺の地形図や排水系統に基

づき、流域界を決定する。（図 4-10参照） 

 

 

拡
大
図

流域界
1/2,500地形図

流域界
1/25,000地形図

流域界
1/25,000地形図

図 4-9 同一の水系に属する連続していない河川の例 

図 4-10 既存の流域界に対し 1/2,500地形図を用いて精緻化した流域界（イメージ） 
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指定範囲（流域界）の検討事例 

本書では、流域界設定の整理手順について、鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川の事例を示

す。 

 

(1) 特定都市河川流域（鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川） 

吉田川流域 

 

 

高城川流域 

 

 

 

 

図 4-11 鳴瀬川水系吉田川の指定流域 

図 4-12 高城川水系高城川の指定流域 

出典：宮城県ウェブサイトより 

出典：宮城県ウェブサイトより 
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【特定都市河川流域界の設定の整理手順】 

・1/10の雨水が自然流入する区域を特定都市河川の指定範囲の候補とした。 

・最新の 1/2,500地形図を用いて、山の尾根沿いに流域界の微修正を行った。 

・1/2,500 地形図が作成されていない区域については、次いで縮尺の大きな地形図（1/10,000、 

1/25,000）を用いて、流域界の確認を行った。 

・下水道区域で吉田川流域、鶴田川・高城川流域に流入する区域は、下水道計画図及び 1/2,500 

地形図より流域界の確認を行った。 

・吉田川の氾濫域と鶴田川流域が重複する区間は、1/10の雨水が自然流入する区域で分割する 

ものとし、吉田川（河道）は、吉田川流域に含め、堤防天端（左岸堤防天端）で流域を分割し 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川の特定都市河川流域界の設定① 

出典：第４回（R5.3） 吉田川流域治水部会の資料より 
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【最新の地形図、下水道区域による流域の増減】 

・最新の地形図を確認し、宮床ダム上流部、南川ダム上流域を特定都市河川流域に追加 

・最新の地形図を確認し、滑川上流域を特定都市河川流域に追加 

・流域界に隣接する下水道区域のうち、吉田川流域に流入している竹林排水区を特定 

都市河川流域に追加 

・流域外の排水区に雨水排水が行われている地区を指定範囲から除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 4-14 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川の特定都市河川流域界の設定② 

出典：第４回（R5.3） 吉田川流域治水部会の資料より 
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5. 関係部局等との調整（ガイドライン第 2章 P2-10,2-11,2-12） 

5.1. 行政部局との調整 

地方整備局等、または、都道府県担当部局は、接続する河川の河川管理者、下水道管理者及び

港湾関係者並びに流域内の道路・街路担当部局、都市計画担当部局、環境担当部局、農林担当部

局、砂防担当部局その他の関係部局との調整が必要である。 

行政間の合意形成に当たっては、流域治水協議会や既存の類似会議の活用、組織内の部署を横

断した新しい部署を設置し、合意形成を図っている事例がある（5.2を参照）。また、各地方整備

局等に相談窓口が設置されているので活用されたい。各相談窓口の連絡先を以下に示す。 

 

地域の相談窓口（特定都市河川ポータルサイトにも掲載） 

北海道開発局流域治水推進室    TEL : 011-709-2311（代表）      

東北地方整備局流域治水推進室  TEL : 022-225-2171（代表）（内線 3613） 

関東地方整備局流域治水推進室  TEL : 048-601-3151（代表）       

北陸地方整備局流域治水推進室  TEL : 025-370-6770（直通）      

中部地方整備局流域治水推進室  TEL : 052-953-8257（直通）     

近畿地方整備局流域治水推進室  TEL : 06-6945-6355（直通）      

中国地方整備局流域治水推進室  TEL : 082-221-9231（代表）（内線 3631） 

四国地方整備局流域治水推進室  TEL : 087-811-8317（直通）         

九州地方整備局流域治水推進室   TEL : 092-476-3523（直通）         

沖縄総合事務局河川課      TEL : 098-866-1911 

 

行政部局との調整事例 

(1)  六角川水系六角川 

佐賀県武雄市では、治水対策を進めるための新しい部署「治水対策課」が企画部局に設置さ

れた（図 5-1）。この部署は、専属の職員のほか、関係部署からの兼務職員で構成されており、

効率的に内部調整ができるようになった。また、窓口を一本化したことにより、対外的な調整

も行いやすくなっている。 

 

 

             

     
            

           
                      

     

     
      
      

  
    

     

                          

       

    
    

    
    

図 5-1 治水対策推進のために組織横断的に設置された部署 

出典令和５年 中国ブロック流域治水に係る地方行政担当者会議資料より 
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(2) 大和川流域総合治水対策協議会 

奈良県では、昭和 57 年から総合治水対策に取り組まれており、昭和 58 年に「大和川総合治

水対策協議会」を設置、昭和 60 年に大和川流域整備計画を策定した。毎年開催する協議会では

（図 5-2）、流域整備計画で定めた目標に向けた流域対策の整備進捗状況を、各首長自ら報告を

行っている。 

参加者は地方整備局長をはじめ、県知事、市長村長が出席し、流域関係機関のトップが一堂

に会している。 

このような協議会が約 40 年間継続的に実施されていることもあり、治水対策に対する理解

が醸成され、特定都市河川指定が円滑に進められた。 

 

 

 

 

 

5.2. 地元住民、民間企業等への周知 

流域治水を進めていく上で、当該流域の流域内住民等の主体的な関わりを得ることが不可欠で

あり、雨水流出抑制等に関する地域住民の啓発や協力を促進する必要がある。 

雨水浸透阻害行為の許可申請や各区域指定など、流域内住民等に関わる事項も多いため、特定

都市河川の指定に当たっては、流域内住民等に対し、「特定都市河川制度」の趣旨について十分

な周知期間を設けることが望ましい。 

特定都市河川を指定したときは、その旨を官報や公報で公示することとされている。加えて、

他の手段としてウェブサイト、各種 SNS、地元ケーブルテレビ、ラジオ、広報誌、新聞など様々

な媒体を用いて住民、民間企業等への周知に努めることが望ましい。次ページ以降に周知の事例

を示す。 

 

 

                                             出典：奈良県田原本町 HP より 

図 5-2 大和川流域総合治水対策協議会の様子 
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チラシによる指定前の事前周知事例 

(1) 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川 

吉田川、高城川では、流域治水部会において特定都市河川指定に向けた検討を進めることに

ついて同意され、その後、指定の手続きに入る旨を広く周知するためにチラシが作成された

（図 5-3、図 5-4）。チラシは意見聴取後に配布され、配布先としては役場（自由取得）、コン

ビニエンスストア（自由取得）、「県政だより」（全戸配布）、各役場の広報誌等により、広く周

知された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 特定都市河川指定検討の周知チラシ① 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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図 5-4 特定都市河川指定検討の周知チラシ② 

 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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チラシによる指定後の周知事例 

(1) 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川 

令和 5 年 7 月 18 日に指定の公示をしたことに対しても、広く周知するためにチラシが作成

されている（図 5-5、図 5-6）。チラシには、指定と同時に運用される「雨水浸透阻害行為の許

可申請」についても掲載されている。 

 

 

 

図 5-5 特定都市河川指定後の周知チラシ① 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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図 5-6 特定都市河川指定後の周知チラシ② 

 

出典：宮城県のウェブサイトより 



 

5-7 

 

広報誌による周知事例 

(1) 六角川水系六角川（武雄市） 

佐賀県武雄市では、毎月発行されている市の広報誌に「武雄の治水」というページを設けて

おり（図 5-7）、市内で取り組んでいる治水対策や特定都市河川に関する制度説明を住民にわ

かりやすく届ける工夫がなされている。 

 

 

図 5-7 武雄市の広報誌（「武雄の治水」のページ） 

出典：武雄市ウェブサイト 武雄の治水より 
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(2) 大和川水系大和川 

奈良県では、大和川ジャーナルという広報誌を年 2 回作成し、流域全戸に配布（図 5-8）。

治水対策の取り組みや防災情報、気象情報のほか、河川環境など幅広く掲載されている。 

 

 

図 5-8 大和川ジャーナル 第 13号の表紙 

出典：奈良県のウェブサイト 大和川ジャーナルより 
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その他の周知事例 

(1) シンポジウムの開催 

特定都市河川指定されたいくつかの自治体（事例は吉田川流域、六角川流域）では、シンポ

ジウムを開催し、ハード・ソフト一体となった治水対策について、地域の方々も交えた意見交

換を実施している（図 5-9、図 5-10）。 

このような取り組みは、地域の防災意識を高め、流域治水を自分事化することにも有益であ

る。 

 

 
図 5-9 江合・鳴瀬・吉田川 流域治水シンポジウム 

出典：東北地方整備局 事務所の記者発表ページより 



 

5-10 

 

 

 

 

 

 

図 5-10 防災フェスタ、治水シンポジウム in武雄市 

出典：武雄市ウェブサイトより 
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(2) 地元住民等への説明会の開催 

北上川下流河川事務所では、流域治水の取り組みや考え方等について、流域の関係機関や地

元住民等からの要望を受けて説明会を開催している（図 5-11）。このような取り組みは、流域

関係者と合意形成を図る手法のひとつとして有益である。 

 

 

   令和４年度の説明会は１８回、累計約７００名 

 

 

 

(3) 現場パトロールの実施 

北上川下流河川事務所では、住民との対話のために「吉田川流域治水パトロール」として現

場調査を実施している（図 5-12）。現場に行かないとわからないこと、地元住民の思いなど現

場で意見交換を行い、お互いの取り組みについて理解促進に努めている。 

 

 

図 5-11北上川下流河川事務所の説明会実施状況 

図 5-12  北上川下流河川事務所の流域治水パトロール実施状況 

出典：令和５年 中国ブロック流域治水に係る地方行政担当者会議資料より 

出典：令和５年 中国ブロック流域治水に係る地方行政担当者会議資料より 
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6. 法に定める意見聴取等について（ガイドライン第 2章 P2-10） 

特定都市河川指定に伴い、必要な意見聴取について以下に示す。 

 

＜ガイドラインより抜粋＞ 

⚫ 流域内の都道府県知事及び市町村長、下水管理者への意見聴取  

特定都市河川等を指定する際には、流域における浸水被害の実態、流域の地形等について十

分把握する必要があるため、流域内の都道府県知事及び市町村長（都道府県知事が指定する場

合は市町村長）、下水道管理者の意見を聴かなければならない。 

 

⚫ 流域内の都道府県知事及び市町村長への意見聴取 

指定を行おうとする際に、流域内の都道府県知事、または、市町村長が意見を述べる時は、

関係部局の意見を取りまとめることが望ましい。 

 

⚫ 下水道管理者への意見聴取 

特定都市河川等を指定する際には、下水道の排水区域について指定する必要がある。このた

め、流域における下水道計画、下水道の整備状況、下水道に起因する内水被害の実態について

熟知している下水道管理者の意見を聴かなければならない。 

下水道の管理は原則として市町村又は都道府県が行うものとされているが、一部事務組合 

が管理を行う場合など下水道管理者が市町村長、または、都道府県知事と一致しない場合も想

定されることから、ここでは下水道管理者への意見聴取を、流域内の都道府県知事及び市町村

長とは区別して位置付けている。 

  

⚫ 国土交通大臣への同意付き協議 

一級河川の指定区間の管理のうち河川整備計画の策定等については国土交通大臣の認可（河

川法第 79条第１項）を、二級河川の管理のうち河川整備基本方針及び河川整備計画の策定等に

ついては国土交通大臣の同意付き協議（河川法 79条第２項）を要することとされていることか

ら、特定都市河川等の指定についても、国土交通大臣に同様の関与を求めることとしている。 

都道府県知事が特定都市河川等の指定を行おうとするときは、国土交通大臣への同意付き協

議に先立ち、市町村長及び下水道管理者への意見聴取を行っておかなければならない。 
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6.1. 意見聴取の流れ 

合意形成から意見聴取、指定公示までの一般的な流れを以下に示す。 

流れについては大臣指定（図 6-1）、知事指定（図 6-2）の 2 パターンがある。 

 

図 6-1 大臣管理河川の意見聴取スケジュール 

 

 

図 6-2 都道府県管理河川の意見聴取スケジュール
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意見聴取開始の記者発表事例 

(1) 菊川水系黒沢川 

特定都市河川指定に向けて意見聴取を開始することを周知する記者発表について、黒沢川の

事例を図 6-3に示す。 

 

図 6-3 意見聴取開始の記者発表（菊川水系黒沢川） 
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7. 指定に伴い必要になる事務手続き（ガイドライン第 2章 P2-12,2-13） 

指定に伴い必要となる事務手続きについて、表 7-1に示す。 

本章では、このうち「雨水浸透阻害行為の許可」「基準降雨の公示」「標識の設置の基準に係る

条例の制定」について、事例等を掲載する。 

 

7.1. 雨水浸透阻害行為の許可  

雨水浸透阻害行為の許可は、特定都市河川流域において、河川管理者等が計画的に行う浸水被

害防止のための対策による効果が減殺しないようにするため、開発等の行為により生じる流出雨

水量の増加について、当該行為を行う者に対策を求める制度である。 

指定公示と同時に施行するため、事前に許可申請窓口の設置やガイドラインなどの作成及びウ

ェブサイトなどで公表する必要がある。国土交通省の特定都市河川ポータルサイトに、法改正前

に指定された河川で作成している技術資料について掲載しているので、参考にされたい。 

特定都市河川ポータルサイト 

（URL：https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/portal.html） 

 

雨水浸透阻害行為の許可申請ガイドラインの事例 

(1) 鳴瀬川水系吉田川 

宮城県では、吉田川の特定都市河川指定に伴い、雨水浸透阻害行為の許可申請ガイドライン

を県のウェブサイトで公表している。 

（URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/usuishintousogaikoui.html） 

 

7.2. 基準降雨の公示 

雨水浸透阻害行為の許可申請に伴い、流出雨水量を算出するための基準降雨を定める必要があ

る。都道府県知事等は特定都市河川指定と同時に基準降雨を公示しなければならない。基準降雨

の規模については、年超過確率１／10 として全国一律の基準を定めているが、都道府県等の長

表 7-1特定都市河川等の指定に伴い即時に施行される事務等 

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/portal.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/usuishintousogaikoui.html
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が必要があると認めるときは、当該特定都市河川流域の降雨の特性を勘案し、当該特定都市河川

流域を 2 つ以上の区域に区分して、それぞれの区域ごとに基準降雨を定めることができる。この

場合、流域内の関係機関間において十分調整を図ることが望ましい。その他の考え方については、

ガイドラインを参照されたい。 

また、河川管理者及び下水道管理者への意見聴取が必要となるため、意見聴取の手続きの流れ

については、本書の「法に定める意見聴取について」を参考にされたい。 

 

基準降雨の公示事例 

(1) 鳴瀬川水系吉田川、高城川水系高城川 

基準降雨の公示について、宮城県の事例を掲載する。 

県報による告示文（図 7-1、図 7-2）と宮城県ウェブサイトにて公表している例（図 7-3）を

以下に示す。 

県報告示文 

 

 

図 7-1 宮城県 基準降雨の県報（告示文） 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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図 7-2 宮城県 基準降雨の県報 （基準降雨表） 

 

 

 

 

 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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宮城県ウェブサイトでの公表例 

（URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/takagikawa-tokuteitoshi2.html） 

 

図 7-3 宮城県 基準降雨の公表（ウェブサイト） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/takagikawa-tokuteitoshi2.html
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7.3. 標識の設置の基準に係る条例の制定  

法第 38 条、45 条、54 条の規定により、対策工事により設置された雨水貯留浸透施設、保全

調整池、貯留機能保全区域であることを明示するために標識を設置する必要がある。 

また、都道府県知事等においては、標識の設置に先立ち、法施行規則第 27 条第 1 項（参酌基

準）に基づき標識の設置基準等に関する条例を定める必要があるが、参酌基準は、国が設定する

従うべき基準として条例の内容そのものを直接的に拘束しているものではなく、十分参照した結

果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは許容されているものであることに

留意されたい。 

 

標識設置事例 

(1) 六角川水系六角川（佐賀県） 

六角川の指定に伴い佐賀県が定めた標識設置基準等に関する条例の事例を掲載する。 

条例の制定に当たっては、議会決議が必要になるため、指定と併せて早めの手続きが望まし

い。佐賀県では、指定公示と同時に関連する条例を制定及び公布している。 

図 7-4から図 7-6に、条例及び各条例の基準を定めている施行細則（省令）を示す。 

 

図 7-4 佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例 

 

 

 

図 7-5 佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行細則① 

出典：佐賀県のウェブサイトより 

出典：佐賀県のウェブサイトより 
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図 7-6 佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行細則② 

出典：佐賀県のウェブサイトより 
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8. 指定の公示 

指定の公示について、大臣指定の公示、知事指定の公示事例について以下に示す。指定公示の

スケジュール例については、「本書 6.2 意見聴取の流れ」に記載しているので、参考にされたい。 

 

指定公示の事例 

(1) 大和川水系大和川（大臣指定・官報告示） 

 

 

図 8-1 大和川水系大和川 指定公示（官報告示①） 

出典：インターネット官報より 
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図 8-2 大和川水系大和川 指定公示（官報告示②） 

 

出典：インターネット官報より 
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(2) 高城川水系高城川（知事指定・県報告示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-3 高城川水系高城川 指定公示（県報告示①） 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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図 8-4 高城川水系高城川 指定公示（県報告示②） 

出典：宮城県のウェブサイトより 
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9. 流域水害対策協議会の設置（ガイドライン第 3章 P3-1～3-5） 

流域水害対策協議会の設置の目的や構成員について以下に示す。 

＜ガイドラインから抜粋＞ 

⚫ 協議会等の目的 

河川管理者等は、共同して流域水害対策計画を定めなければならないことから、特定都市河川

の指定後、計画の策定等に関する協議に着手するためにも、計画の実施・運用のための体制を構

築する必要がある。 

国土交通大臣が指定した特定都市河川流域においては、流域水害対策計画の策定主体が共同し

て、流域水害対策協議会を組織しなければならない。 

また、都道府県知事が指定した特定都市河川流域においては、都道府県流域水害対策協議会を

組織することができるとされている。 

協議会については、既にある他の協議会等の枠組みを活用して流域水害対策協議会を組織する

ことも可能である。 

 

⚫ 構成員 

流域水害対策協議会の必須構成員は、特定都市河川の河川管理者、特定都市河川流域の区域 

の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長、当該特定都市河川流域に係る特定

都市下水道の下水道管理者並びに当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者である。 

また、必須の構成員に加え、河川管理者等が必要と認める者を構成員とすることができる。 

例えば、関連する行政機関、専門的な観点からの助言や関係者間の調整役としての学識経験者、

広域避難の受け入れ先として想定される近隣市町村、河川協力団体、水防協力団体のほか、雨水

貯留浸透施設整備等の流域対策の促進や避難対策の実効性の向上等の観点から、雨水貯留浸透施

設を整備しようとする企業、地域の防災活動を主導している住民等が考えられる。これらの者の

参画については、流域水害対策協議会の意見も踏まえ選定することが考えられる。 

なお、特定都市河川流域における内水域の有無にかかわらず、或いは、当該流域に係る下水道

事業計画がない場合や今後の同計画の策定の見通しがない場合であっても、特定都市河川流域に

係る特定都市下水道の下水道管理者は、協議会の構成員とならなければならない。 

また、幹事会・部会・ワーキンググループ等の協議会の下部組織の設置や構成員に係る委任の

可否等、協議会の運営に係る対応に当たっては、事務負担の軽減等の観点も踏まえつつ、協議会

における協議・合意の上で、規定を設けること。 

【流域水害対策協議会の構成イメージ】

市町村長

河川管理者

下水道管理者

都道府県知事
接続河川の
河川管理者

学識経験者※

民間事業者等※

※計画策定主体が必要と認める場合（任意）：流域水害対策計画策定主体

（協議事項の例）
流域水害対策計画の作成に関する協議
計画の実施に係る連絡調整

（協議会設置）
国土交通大臣指定河川：設置必須
都道府県知事指定河川：設置任意

構成員は協議結果を尊重

（構成員）
流域水害対策計画策定主体
接続河川の河川管理者
学識経験者その他の計画策定主体が
必要と認める者

住民※（地域の
防災リーダー等）
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流域水害対策協議会の規約事例 

(1) 大和川水系大和川 

大和川の流域水害対策協議会で定められた規約事例を以下に掲載する（図 9-1、図 9-2）。ま

た、下部組織を設置した場合の参考として、検討 WG の規約事例も併せて掲載する（図 9-3、

図 9-4）。                

検討 WG では、河川部局や下水道部局に加え、まちづくり部局や都市計画、建築部局等も構

成員になっており、一緒に議論を進めている。 

なお、下部組織の設置は必須ではないため、必要に応じて規約、構成員等を参考にされたい。 

 

 

図 9-1 大和川水系大和川 流域水害対策協議会規約① 

出典：大和川河川事務所のウェブサイトより 
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図 9-2 大和川水系大和川 流域水害対策協議会規約② 

出典：大和川河川事務所のウェブサイトより 
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図 9-3 大和川水系大和川 流域水害対策協議会検討 WG規約① 

 

出典：大和川河川事務所のウェブサイトより 
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図 9-4 大和川水系大和川 流域水害対策協議会検討 WG規約② 

出典：大和川河川事務所のウェブサイトより 
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10. 流域水害対策計画の策定（ガイドライン第 4章 P4-1,4-10） 

10.1. 流域水害対策計画の目的 

流域水害対策計画は、流域治水の実効性を高め、あらゆる関係者の協働による水害に強い地域

づくりの実践に向けた計画であり、策定に当たっては、特定都市河川流域の関係者が一堂に会す

る流域水害対策協議会等の場において協議・検討するものである。 

また、流域水害対策計画は、特定都市河川の河川管理者、特定都市河川流域内の都道府県及び

市町村の長並びに特定都市下水道の下水道管理者（以下「河川管理者等」という。）が共同して

定めるものであり、河川整備や下水道整備に加え、地方公共団体や民間事業者等による流出抑制

対策及び土地利用の方針等を法定計画として位置づけるものとされている。 

同計画には、都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（以下「計画対象降雨」という。）、計

画対象降雨が生じた場合の都市浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深（以下

「都市浸水想定」という。）並びに都市浸水による被害を防止するために流域の関係者が一体と

なって総合的・多層的に講じる浸水被害対策等を定めるものとされている。 

流域水害対策計画に定める事項は、法第 4 条第 2 項各号に規定されており、図 10-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-1 流域水害対策計画に記載する事項 

出典：特定都市河川ポータルサイトより 
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10.2. 流域水害対策計画の策定フロー 

  流域水害対策計画の策定フローについては、令和 6 年 4 月 12 日付けで事務連絡を発出して

おり、大臣指定河川、知事指定河川における策定までの流れを示している。大臣指定河川では、

国土交通本省内の各部局において、記載内容の確認を行っている。知事指定河川においては、

大臣同意に関する事務は各地方整備局において実施するが、当面の間、国土交通本省の関係各

課においても記載内容を確認することとしている。以下にそれぞれのフローを参考に示す（図

10-2、図 10-3）。 

(1) 大臣指定河川の流域水害対策計画策定までの流れ 

 

図 10-2 大臣指定河川の流域水害対策計画策定までのフロー 

 

(2) 知事指定河川の流域水害対策計画策定までの流れ 

 

図 10-3 知事指定河川の流域水害対策計画策定までのフロー 
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流域水害対策計画の策定事例 

(1) 大和川水系大和川 

大和川流域では、策定にあたり、「パブリックコメントの募集」、「住民との意見交換会（現地

視察を含む）の開催」、「河川及び下水道等に関し学識経験者への意見聴取」が実施され、流域

関係者と協働し策定された（図 10-4）。計画の詳細については近畿地方整備局大和川河川事務

所のウェブサイトに掲載されているので参考にされたい。 

(URL: https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/guide/tokuteitoshikasenn/plan/index.html )   

また、策定に当たっての記者発表資料も参考に示す（図 10-5～図 10-8）。同資料には、計画

策定のポイント、策定までのスケジュール等も掲載されている。 

 

 

図 10-4 大和川流域水害対策計画 表紙 

 

 

出典：大和川河川事務所のウェブサイトより 
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記者発表資料 

 

図 10-5 大和川流域水害対策計画 記者発表資料① 
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図 10-6 大和川流域水害対策計画 記者発表資料② 
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図 10-7 大和川流域水害対策計画 記者発表資料③ 

 

 

図 10-8 大和川流域水害対策計画 記者発表資料④ 
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